
子どもの医療費無料化

大拡
４月１日から、子どもの福祉医療費助成対象者を高校生世代
（18歳を迎えた最初の３月末）までに拡大します。
問い合わせ＝医療保険課医療助成係（☎内線257・260・272）

申請対象＝平成 17年 4月 2日～平成 19年 4月 1日生まれの人

助成を受けるには申請が必要です

　対象者には、１月下旬にピンク色の封筒で申
請用紙を送付します。申請用紙に必要事項を記
入し、期限までに医療保険課へ郵送（必着）し
てください。また、市ホームページから電子申
請で手続きすることもできます。
※2月10日（金)までに申請用紙が届かない場
合は、医療保険課までご連絡ください。

申請方法

受給者証の発送
　申請手続きが完了した
人に、４月１日から使
える受給者証を３月中に
郵送します。詳しくは申
請書類、または市ホーム
ページをご確認くださ
い。

ご注意ください

　学校管理下（登下校、体育などの授業、部活
動、修学旅行など）でけがをした場合、災害共
済給付制度が優先されるため、福祉医療費助成
制度は適用されません。

高校生世代まで

申請受付期間

※申請受付期間を過ぎてしまうと、３月中に受
給者証が届かない場合があります。

２月24日（金）まで

※現在、中学校３年生（平成19年４月２日～平成20年４月１日生ま
れ）の人は、自動更新のため、申請は不要です。

広報きりゅう令和５年１月号 10



３. すべての人に健康と福祉を

１. 貧困をなくそう

　　

子育て世帯対象の
給付制度

問い合わせ
子育て支援課子育て支援係（☎47‐1150）、新里支所市民生
活課（☎74‐2904）、黒保根支所市民生活課（☎96‐2112）

各手当などの支給要件に該当すると思われる人で、
認定請求をしていない場合はご相談ください。

新型コロナウイルス感染症が長期化するなかで、

低所得の子育て世帯の生活を支援するため、対象と

なる子ども一人につき５万円を支給しています。

申請期限＝２月28日（火）

※支給要件など、詳しい制度の内容は、市ホーム

ページをご確認ください。

対象＝中学校卒業までの児童を養育している人

児童の年齢 児童１人あたりの月額
３歳未満 15,000円

３歳以上小学校修了前
10,000円

（第3子以降は15,000円）
中学生 10,000円

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以

上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として

月額一律5,000円を支給します。

　なお、児童を養育している人の所得が所得上限限

度額以上の場合、児童手当などは支給されません。

対象＝精神または身体に一定以上の障がいがある
20歳未満の児童を養育している人

等級 児童１人あたりの月額
１級 52,400円
２級 34,900円

※障がいの程度により金額が異なります

対象＝次のいずれかの条件に該当する児童を監護し
ている父または母や、父または母に代わって養育し
ている人
父母が離婚、父または母が死亡・重度の障がい者
（障害者年金１級程度)・生死不明・１年以上遺
棄・１年以上拘禁・ＤＶ保護命令を受けている、母
が未婚、孤児など
支給期間＝児童が18歳に達する年の年度末まで。
ただし、精神または身体に一定以上の障がいがある
場合は20歳未満までです。

児童の人数 児童１人あたりの月額
１人目 43,070円～10,160円
２人目 10,170円～5,090円加算
３人目以降

（１人あたり）
6,100円～3,050円加算

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

低所得の
子育て世帯生活支援特別給付金
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11 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）




